
第２回　幹事会　議事録

２０２２年５月２４日

幹事長　　飯　島　奈　絵
１．日　　時		２０２２年５月２４日（火）午前１２時００分～午後１時００分
１．場　　所		堂島法律事務所会議室及びＺｏｏｍミーティング
１．出席幹事　＜五十音順・敬称略＞
【Ｚｏｏｍミーティングによる出席】
　有村　とく子　飯島　奈絵　　井上　洋子　　岩﨑　翔太　　岩本　　朗
奥村　昌裕　　尾崎　一浩　　河村　利行　　木内　道祥　　久保井　一匡
黒田　　愛　　島尾　恵理　　田島　義久　　田積　祥子　　富井　和哉　　
中島　宏治　　西田　　敦　　西原　和彦　　原野　早知子　吹矢　洋一
堀　　智弘　　堀川　智子　　松井　淑子　　溝上　絢子　　峯田　和子
宮下　泰彦　　村瀬　謙一　　安原　邦博　　渡部　真樹子　
（オブザーバー：西念　京祐，広瀬　元太郎，小野　宙（議事録作成））

幹事総数　　　　　　　　　８５名
出席幹事の数　　　　　　　２９名
委任状による出席幹事の数　２１名
合計　　　　　　　　　　　４７名

　上記のとおり定足数に足る幹事の出席があったので，本幹事会は適法に成立し，幹事長飯島奈絵は本幹事会の議長として副幹事長西原和彦を指名した。議長は，開会を宣し，直ちに議案の審議に入った。

【議事の内容】

１　会費免除申請承認の件【決議】
　会費免除申請届出書を本日までに提出し，その理由について届出をした会員について，当該各会員の会費を免除することを承認することについて，別段の異議なく，満場一致でこれを可決した。

２　幹事会から選出される選考委員の選任【決議】
　幹事会から選出される選考委員１３名を，下記のとおり決定することについて，別段の異議なく，満場一致で可決された。
記
（敬称略・期順・五十音順）
※＝令和４年４月１９日付第１回幹事会において，
すでに選任決議済み


１　久保井　一匡（１４期）
２　木内　道祥（２７期）
３　谷　英樹（４３期）
４　村瀬　謙一（４８期）※
５　中島　宏治（５０期）※
６　堀川　智子（５７期）※
７　溝上　絢子（５７期）※
８　峯田　和子（５７期）※
９　奥村　昌裕（５８期）
10　荒木　晋之介（６１期）※
11　宮下　泰彦（６１期）※
12　藤原智恵（６３期）
13　堀　智弘（６６期）※

３　選考委員会の開催方法の件【決議】
　幹事長：
令和４年５月２６日（木），２０２２年度春秋会　第１回選考委員会の開催を予定している。
同委員会では，以下３点の決議を予定している。
[bookmark: _Hlk104307560]（１）今年度選考委員会の招集通知の方法をオンライン（メール，ウェブサイト掲載）のみとし，オンラインのみ（zoomミーティング）で開催すること
（２）オンライン参加者を「出席」（選考委員会規則第６条２項）と取り扱い，オンライン上での議決権行使を認めること　　
（３）次年度副会長候補推薦の有無，推薦する場合は次の日程案決定
第２回　７月２２日（金）　正午～午後１時　
第３回　８月２３日（火）　午後１時～午後２時　
　
ここで，ある特定の年度における選考委員会の運営方法につき，どの機関において意思決定するのか（総会，幹事会，選考委員会のいずれの意思決定機関の決議を要するのか，その権限分掌）については，関係各規定上，必ずしも明らかではない。

	（参考規則等）
○選考委員会規則
（招集・議事進行）
第５条　委員長は必要の都度，委員会を招集する。
２　委員長は委員会を代表し，委員会の議事を執り行う。
（委員会の決議方法）
第６条　選考委員は，他の選考委員を代理人として議決権を行使することができる。
２　選考委員会の決議は，本規則に特別の定めのない限り，選考委員の３分の２以上が出席し（前項の代理出席を含む。），出席者の過半数をもって行う。

○春秋会会則
（選考委員会）
第８条　当会は，選考委員会を設置する。
２　選考委員会は，大阪弁護士会会長及び副会長ならびに幹事会が必要と認めた役職について，当会の候補者を推薦することの可否の決定及び当会の推薦候補者の選考を行う。
３　選考委員会の組織，構成及び運営方法は，規則で定める。

（幹事会）
第６条　（略）
７　幹事会は，次に掲げる事項について決議する。但し，第４条８項（総会決議事項）及び第８条３項（選考委員会決議事項）の各事項を除く。
１）略
11）その他の重要な会務に関する事項



そのため，執行部としては，来る５／２６の第１回選考委員会において，上記各決議を行うとともに，本日の幹事会においても，上記決議事項（１）及び同（２）につき，決議をいただきたい。厳密に権限分掌を突き詰めると，幹事会決議は屋上屋を架すこととなるかも知れないが，選考委員会の果たす役割の重要性，また決議事項の内容にも鑑みて，本幹事会においても承認をいただきたい。
もちろん，選考委員会については完全オンライン開催にすべきではなく，ハイブリッド開催，リアル開催を維持するべきだというご意見もおありかと考えられる。忌憚のないご意見を賜りたい。
なお，本件についてはあくまでも本年度選考委員会の運営方法に関するご提案であり，選考委員会規則その他の関係各規定の改正を上程するものではないこと，また本年度の副会長候補者として立候補を予定しておられる会員の方は１名であると把握していることにつき，念のため付言しておく。

　Ａ幹事：
　今年度の選考委員会について，上記のとおりの運用を取り入れることについては，賛成である。
これに対して，例えば選挙情勢が厳しく，他会派との競争が予想される場合や，春秋会内部で複数の会員が立候補を予定している場合など，完全オンライン開催とすべきではなく，ハイブリッド開催等を行う必要があると思料されるとき，幹事長の判断として，完全オンライン開催以外の開催方法を選択できる余地を残すべきである。
あくまでも今年度の運営としてであれば賛成であるが，上記運用が慣例化・固定化するということについては，意見を留保する。

Ｂ幹事：
　今回はさておくとして，仮に，幹事会と選考委員会で，意見が食い違うことがあった場合，いずれの意思が優位するのか。幹事会と選考委員会の権限分掌のあり方として，どう解釈すべきか気になるところである。

Ａ幹事：
　Ｂ幹事の指摘は，本質的な問題を含んでいると考える。
　選考委員会の役割は，ある特定の候補者が適任者かどうかを評価するところが中心となるべきものと考える。
　これに対して，幹事会の役割は，特定候補者が適任かどうかという問題の前提として，そもそも選考を行うかどうか（候補者推薦を行うかどうか）について協議する場とすべきであり，幹事会の決定に基づいて，選考委員会が具体的な選考手続を進めていくという建て付けの方が望ましいと考える。
　というのも，選挙情勢が厳しく，他会派との競争が予想される場合や，春秋会内部で複数の会員が立候補を予定している場合は，春秋会全体としての対応方針を打ち出す必要があるので，選考委員会といういち委員会ではなく，幹事会という意思決定機関の方が相応しいと思われるからである。もちろん，さらに上位の意思決定機関として春秋会総会という制度も存在するが，幹事会の方が総会に比して機動的かつ実質的な決定が可能であり，候補者推薦についても，幹事会がこのような機能を担う方が良いと考える。
　
議長：
　理論的には確かに，幹事会・選考委員会の決定に齟齬が生じ，その場合の優劣を検討しなければならない可能性があり得るが，今年度の状況ではおそらく，そのような齟齬は生じないものと考えられる。

Ｂ幹事：
　本幹事会において，決議の対象として予定されているのは，選考委員会決議事項（１）～（３）すべてか。それとも，そのうちの一部か。

議長：
　決議事項（１）：今年度選考委員会をオンライン上のみで開催すること
　決議事項（２）：オンライン参加者を出席と取り扱い，議決権行使を認めること
について，本幹事会において決議をいただきたい。

Ａ幹事：
　（１）・（２）ともに賛成である。重要な事項であるため，本幹事会で決議した方が良い。

Ｂ幹事：
　決議事項（２）については賛成。
決議事項（１）：完全オンライン開催については，賛否を留保したい。
　選考委員会の性質上，完全オンライン開催とすべきではないと考える。

Ｃ幹事：
　決議事項（１）完全オンライン開催については，同じく賛否を留保したい。（決議事項（２）については賛成）。
　選考委員会を完全オンライン開催とする必要性がないように考えられる。もちろん，開催場所を弁護士会館会議室に限る必要もないと思うが，堂島法律事務所＋Ｚｏｏｍのハイブリッド開催とすることで良いのではないか。

幹事長：
　まず，弁護士会館でのハイブリッド開催については，開催準備（スクリーンを含む機材運搬，設営等）の負担が大きい。
　また，ハイブリッド開催については，会場参加者に自然と軸足が置かれてしまい，Zoom参加者はややオブザーバー的な取扱いになってしまう恐れもある。
　そのため，完全オンライン開催をご提案させていただいた次第である。

議長：
　幹事長が必要かつ適切と判断した場合にはハイブリッド開催（リアル開催）とするが，本年度選考委員会において，オンライン上での開催を可能とするという限度において，ご意見はいかがか。

Ｃ幹事：
　本年度選考委員会において，オンライン上での開催を可能とする，という限度であれば，異議なし。

Ｂ幹事：
選考委員会の性質上，あくまでも完全オンライン開催とすべきではないと考えるが，賛成多数で決議を行うことについては，異存はない。

以上の議論の経過を踏まえて，（１）今年度選考委員会の招集通知の方法をオンライン（メール，ウェブサイト掲載）のみとし，オンラインのみ（zoomミーティング）で開催することを可能とすること，（２）オンライン参加者を「出席」（選考委員会規則第６条２項）と取り扱い，オンライン上での議決権行使を認めることについて，本幹事会において，賛成多数で可決された。

４　暫定予算承認の件【決議】
　渡部副幹事長（会計担当）：
このたび，暫定予算について上程させていただいた。本予算については７月幹事会において承認決議をいただくことを予定しているが，今回は暫定予算についてである。
暫定予算制度は，会計規則第６条第１項に基づき組むことが可能とされており，同条３項にて暫定予算の期間は３か月を超えないものとされている。
本年度においては，新入会員の登録時期が，例年は１２月～１月ころであるところ，本年度はコロナ禍の関係上，４月～５月ころに繰り延べとなったこととの関係上，７月幹事会以前に，まとまった予算執行が親睦委員会，若手会等の各委員会等において予定されている。
そのため，前年度１年の予算額の４分の１の金額（３か月分）を参考に，本予算成立までの各委員会にて具体的に支払が必要となる費用等をも勘案したうえ，資料のとおり暫定予算案を上程させていただく。

　幹事長：
　「支出」「その他」欄の役員慰労会補助金３０万円については，６月１４日に開催予定の２０１９～２０２１年度役員・執行部の慰労会に関する補助をお願いするものである。

以上の経過を踏まえ，暫定予算を資料のとおり承認することについて，別段の異議なく，満場一致で可決された。

５　会計担当副幹事長及び会計監事指名の報告 
　幹事長より，会計担当副幹事長及び会計監事を以下のとおり指名したことについて，報告がなされた。
・2022年度会計担当副幹事長：渡部 真樹子 会員（６４期）
・2022 年度会計監事：荒木 晋之介 会員（６１期）
・2023 年度会計監事：峯田 和子 会員（５７期）
会計監事に指名させていただいた荒木会員，峯田会員はいずれも，会計担当副幹事長のご経験がおありであり，春秋会らしく丁寧に監事として活動していただけるものと確信している。

６　　各種委員会からの活動報告／選考，政策，広報，研修，親睦，若手会 
（１）政策委員会（担当副幹事長：松井淑子，委員長：中島宏治）
　５／１２，政策委員会兼情報セキュリティ規程勉強会を開催。
　・政策委員会としては，シンポジウムのテーマを検討中。前回委員会での議論経過も踏まえながら，検討を続けていく。
　・情報セキュリティ規程に関する勉強会について，村瀬謙一会員が的確な資料をとりまとめてくださった。
　内容としては，規程の策定には概ね賛成であるものの，実効的にはどうするのか，こういう措置が必要ではないか，といった方向性が示されていった。質疑内容等についても是非，確認いただきたい。

（２）広報委員会（担当副幹事長：西原和彦，委員長：堀川智子）
堀川委員長：
ア　広報委員会の活動内容は，以下のとおりである。
(1) 会報発行（年２回） ２０２０年度から通年電子化
(2) 会員向けニュースレター（電子版）発行（毎月） ２０２０年度から
(3) ＨＰ編集（年度初め及び随時）
(4) メーリスアドバイザー運営
(5) その他
・委員会開催（毎月）
・委員会ＭＬ等利用しての情報共有及び意見交換（随時）

イ　そして今年度の広報委員会では，７月幹事会での本予算要望に向けて，必要経費以外での，委員会活動活性化のためのインセンティブについて，議論と論点整理を進めている。委員会細則第８条には，「委員会の運営に必要な実費その他幹事長が必要と認めた費用は，当会がこれを負担する。」という規定があり，「実費」・「費用」の解釈を巡る議論になる。
　前回の第１回幹事会開催後，幹事会ＭＬにおいて，概要以下のようなご意見をいただいた。
・自由度がない委員会活動は，会派にも弁護士会にも協同組合にもたくさんあり，それらを全て有償化していくのか？
・自由度がない，でも誰かがしなくてはいけない作業（例えば弁護士会の自治部門の委員会はその典型）は必ず誰かが分担するしかないが，分担に関する公平性の確保がされず，一部に負担が偏るようだと，担い手が確保できなくなって活動自体ができなくなるという点については，そのとおりである。

ウ　当該意見に関し，広報委員長として，以下のとおり意見を申し述べたい。
・先ず前提として，
①　中堅・若手の弁護士会・会派離れ
②　弁護士会の活動にせよ会派の活動にせよ，『多重会務者』などという言葉があるように，一部の人に負担が偏っていること
現実にこれらの問題があると思っている。

・この点に関し，執行部の先生方，上の期の先生方の中には，弁護士会や会派の活動は，マンションの管理組合とかと同じで，誰かがしないといけないものだし，ローテーションで回ってくるもので皆が負担を分け合っているような認識でおられるのかも知れない。
ただ，期によって違いはあると思われるが，私の肌感覚では，弁護士会・会派の恩恵は皆が受けているのに，何らか労務を負担したことがある人は全体の３割か４割程度で，半分までいくことは無いだろうと思っていて，皆が平等に負担を分け合っているということは無いと考えている。

・会派活動をしていない人にも，それぞれ事情があり，各々の分野での活躍を耳にしたりしているので，それ自体どうこう言うつもりは全くないものの，これまで，私は，恩義のある先生方，個人的に好きな方，その他ご縁あってお声がけいただき，執行部２回，嘱託任期２年を全うし，現在は広報委員長を務めている。単純なローテーションならこのようなことにはならないかと思われる。
なお，各期幹事については，名簿順で決めている等，ローテーションで回している期も多いと思われるが，それも実働ベースで考えると，負担を分け合っているとは言い難い状況かと思われる。嘱託や執行部時代に，年度終わりに当該年度の幹事に次年度幹事の推薦届出をして貰うよう連絡すると，「え？」「今年，自分は幹事だったんですか？」等と言われることも，少なくなかった。

・それぞれの分野に秀でた方はたくさんいらっしゃると思われ，事務所体制，業務上・家庭の事情その他の理由から引き受け手が偏るのは非常に勿体ないと思っている。無理を押して引き受けても，そのような負担の偏りすら認識して貰えないとすれば，現状の会派離れに拍車がかかるのではないかと危惧している。

・不祥事対策等の問題もあり，会員の孤立化を招かないよう，弁護士会の委員会や会派活動への参加を呼びかけたりしている（先日開かれた，新入会員委員会説明会に各会派も参加，広報からも若手を説明委員として派遣した。）が，同時に先ほど述べた問題への対応策を考える必要があると思われる。

・委員会や会派の活動に参加しない，できない理由は人により様々で，参加しやすい雰囲気を作るとか，参加しやすい方法を考えるとか，一人一人の負担が大きくならないようにするとか，色々ありうるところ，①会務負担の公平性，②若手会員の参加促進の観点から，インセンティブ付与を考える必要があり，その一つとして，作業負担に対する何らかの見返りがあって良いのではないかと思う。

・このようなことを言えば，見返りがあれば本当に活性化に繋がるのかというご意見もあるかもしれない。それだけでは無論ダメだと思われるが，考え得る方策は否定せず，とりあえず取り入れて頂くことを，ご検討いただきたい。

・会派等活動の一番のメリットは，人との繋がりができることであろうと思われるが，現状，それを実感していない人にそれを言ってもなかなか響かないし，委員会活動でも会派活動でも同じく当てはまるが，一つ（無償の）業務を引き受ければ，二つ三つ（無償の）業務がやってくるということが往々にしてあり，そういう意味でもできれば関わりたくないと思っている人が多いようである（想像ではなく，実際にそのような意見を耳にしている。）。

・弁護士会などにも自由度の乏しい委員会活動はたくさんある（弁護士会の自治部門の委員会がその典型），それら全て有償化していくのか？それこそ大変な話になるとのご意見に関しては，幸い春秋会の場合，会報電子化によりコストが抑えられ，かなりの財源の余裕があると思われる。

・春秋会の政策判断として，委員会活動活性化促進費等の名目で，会が委員同士の懇親その他の費用を負担することは十分にあり得るものと考える。

・なお，委員会活動の活性化が重要なのは他の委員会も同じあるが，広報の特殊性として，①会報発行作業の性質・量・時間の問題（会務を支える実働部隊がかなりの人数必要），②委員構成の偏り（執行部や委員長等の経験者を除き殆どが若手），この2点が挙げられるかと思われる。

・今年度執行部としては，「会派活動はできる範囲で楽しく」「忙しくなればフェイドアウトあり」との方針を打ち出されており，そういった雰囲気の醸成も無論必要だとは思いますが，そうなると結局誰かが負担と責任を負わなければならなくなる。広報には実働が必要である。
会務負担の不均衡に対する是正措置，また，委員会活動活性化のための方策を是非ご検討いただきたい。

西原副幹事長（広報担当）：
　広報委員会において，会報発行に伴う事務作業がヘビーであり，負担に偏りが生じていることに加えて，会派活動を将来に向けてより活発にしていきたいという，前向きな獲得目標が存在している。
このような目的を達成するために，取るべき手段はどういうものか，委員会内で鋭意検討を進めている。

（３）研修委員会（担当副幹事長：田積祥子，委員長：西念京祐）
・５／１３　第１回企画（ウクライナ企画）を開催。事前登録１３９名，当日同時接続最大１１０名と，大変な盛り上がりであった。
本日夕方，テレビ大阪のニュースでも取り上げられる予定。
・７／２２（金）午後６時～　第２回研修「しくじり先生～教育事業撤退の経験から学んだこと」を開催予定。堂島法律事務所会議室からハイブリッド開催を予定しているが，会場参加者は，春秋会員に限る予定。
・第３回研修：岡口基一裁判官・中村真弁護士をお招きして，とりわけ若手会員に訴求力のある企画を開催予定。弁護士会館での開催を目指す。岡口裁判官の置かれた状況に鑑み，支援的なメッセージも込める。

（４）親睦委員会（担当副幹事長：西田敦，委員長：宮下泰彦）
・６／７　午後７時～＠レストランミッテ（本町）　７３期・７４期合同新人歓迎会。告知期間に限りがあったが，現在，５０名程度の先生方から参加表明をいただいた。
　会場の収容最大６６名程度なので，さらなるご参加を募りたい。
７３期・７４期は無料とし，若手会員にも会費に傾斜を設けている。
・今年度は，７５期もお迎えするので，７５期のための新人歓迎会，新人歓迎旅行を別途開催する予定。（７５期向けイベントは２月～３月。）
・合間に，恒例企画も開催したい。
・次回幹事会では，新人歓迎旅行に関して詳しい報告ができる見込み。

（５）若手会（担当副幹事長：富井和哉，世話役代表：堀智弘）
直近で予定されている企画は，以下のとおり。
・７／８（金）　追い出し・新人歓迎コンパ。
・７／２０（水）　浦寛幸会員を講師として，破産研修を開催予定。
次回世話役会議において，詳細を詰めていく。

７　大弁会務・日弁連理事会報告（大阪弁護士会副会長　黒田　愛）
日弁連定期総会，大阪弁護士会定期総会について，委任状提出にご協力いただきたい。
FATF報告書についても，早期かつ100%の提出率達成に，是非ともご協力を賜りたい。

８　新入会員入会報告
７４期が１７名，入会いただいた。それ以外の期についても若干名入会いただいた。

９　各種行事の案内
　各委員会，理事者よりご案内いただいているもののほか，幹事におかれて選考委員を兼ねておられる会員については，Zoom出席を予定しておられる方も，委任状ご提出にご協力を賜りたい。

　　　　以　　上

